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サービスの質の向上を図るため、ＬＩＦＥへの提出情報及びフィード

バック情報を活用し、入所者の状態に応じた口腔衛生の管理の内容の決

定（Plan）、当該決定に基づく支援の提供（Do)、当該支援内容の評価

（Check）、その評価結果を踏まえた当該支援内容の見直し・改善

（Action）の一連のサイクル（ＰＤＣＡサイクル）により、サービスの

質の管理を行うこと。 

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能

力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。 

⑥ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ （略） 

(28)・(29) （略） (27)・(28) （略） 

(30) 看取り介護加算について 

① 看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき

回復の見込みがないと診断した入所者について、その旨を入所者又はそ

の家族等（以下「入所者等」という。）に対して説明し、その後の療養

及び介護に関する方針についての合意を得た場合において、入所者等と

ともに、医師、看護職員、生活相談員、介護職員、介護支援専門員、管

理栄養士等が共同して、随時、入所者等に対して十分な説明を行い、療

養及び介護に関する合意を得ながら、入所者がその人らしく生き、その

人らしい最期が迎えられるよう支援することを主眼として設けたもの

である。 

②～④ （略） 

⑤ 看取り介護の実施に当たっては、次に掲げる事項を介護記録等に記録

するとともに、多職種連携を図るため、医師、看護職員、介護職員、介

護支援専門員、管理栄養士等による適切な情報共有に努めること。 

イ～ハ （略） 

⑥ （略） 

⑦ 看取り介護加算は、利用者等告示第 48 号に定める基準に適合する看

取り介護を受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を含めて 45 日を上

限として、施設において行った看取り介護を評価するものである。 

死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、在宅や入院

先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、施設において看

取り介護を直接行っていない退所した日の翌日から死亡日までの間は、

算定することができない。（したがって、退所した日の翌日から死亡日

(29) 看取り介護加算について 

① 看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見に基づき

回復の見込みがないと診断した入所者について、その旨を入所者又はそ

の家族等（以下「入所者等」という。）に対して説明し、その後の療養

及び介護に関する方針についての合意を得た場合において、入所者等と

ともに、医師、看護職員、生活相談員、介護職員、介護支援専門員等が

共同して、随時、入所者等に対して十分な説明を行い、療養及び介護に

関する合意を得ながら、入所者がその人らしく生き、その人らしい最期

が迎えられるよう支援することを主眼として設けたものである。 

 

②～④ （略） 

⑤ 看取り介護の実施に当たっては、次に掲げる事項を介護記録等に記録

するとともに、多職種連携を図るため、医師、看護職員、介護職員、介

護支援専門員等による適切な情報共有に努めること。 

イ～ハ （略） 

⑥ （略） 

⑦ 看取り介護加算は、利用者等告示第 48 号に定める基準に適合する看

取り介護を受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を含めて 30 日を上

限として、施設において行った看取り介護を評価するものである。 

死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、在宅や入院

先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、施設において看

取り介護を直接行っていない退所した日の翌日から死亡日までの間は、

算定することができない。（したがって、退所した日の翌日から死亡日


